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新潟県臨床検査技師会施設運営管理者協議会（仮名）へご協力のお願い 

 

初夏の候、貴施設に於かれましてはますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素

は当会活動に際しまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、保健所を中心にご対応施設におかれましては

地域住民の感染制御へご尽力いただき、改めて敬意を表する次第です。 

平成 30 年 12 月 1 日施行された改正厚生労働省令に臨床検査の精度保証が明記され、皆

様の施設におかれましても、標準作業者や各種台帳、日誌を作成し運用されていることか

と存じます。令和 3 年 5 月 21 日には改正医療法が参議院において可決、成立し、医師の

業務の一部を臨床検査技師へ移管する、タスクシフトが進められます。日本臨床衛生検査

技師会を中心に新潟県においても、今後、5 年間のうちに複数回の実技研修会を開催して

まいります。 

臨床検査技師を取り巻く環境は今、大きくな変化が求められております。この状況に対

応すべく、日本臨床衛生検査技師会を中心に各種の取り組みが計画をされております。現

在求められるのは臨床検査技師、各人に情報を届け、ご対応いただく事です。 

本状況を鑑み、新潟県臨床検査技師会として、施設管理運営者（科長、技師長等の管理

者）の皆様と共に情報の共有を図りながら対応をしたいと考えております。下記、協議会

を設置し、皆様と共に進んでまいりたいと存じます。本事業へご理解を賜り、多くの施設

管理運営者の皆様よりご参画いただきますようお願い申し上げます。 

 

新潟県臨床検査技師会施設管理運営者協議会の事業（案） 

【目的】 

①新潟県内施設の管理者と新潟県臨床検査技師会の連携強化 

②臨床検査技師に関わる法改正等、重要な事案への対応 

    ③臨床検査業務マネージメントに関する事案の共有 

    ④新潟県臨床検査技師会、日本臨床衛生検査技師会事業の説明 

    ⑤日本臨床検査技師連盟活動に対しての説明 



⑥臨床検査技師に関わる事案への対処や医療における臨床検査に関わる要望 

や調査に関する意見集約  

【事業内容】 

①施設運営管理者名簿の作成 

②施設運営管理者へのメールによる情報発信や各種調査※の依頼 

③施設管理運営者会議の定期開催 1 年に 1 度程度 

      ※各種調査…日臨技より状況把握のための種々の調査 

令和 2 年度には新型コロナウイルス感染症や保険点数に関する要望や 

現状について調査がございました。 

 

令和 3 年度 施設運営管理者協議会開催までのスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

     

ご不明な点がございましたら、担当までご連絡ください。適宜、新臨技ＨＰにてお知らせ

をいたします。また、新臨技ニュースにも掲載いたしますのでご確認いただきますようお

願い申し上げます。今後、新臨技としても継続すべき事業として考え、取り組んでまいり

ます。是非とも、多くの施設運営管理者の皆様のご登録をお願い申し上げます。 

尚、ご登録いただきました情報に関しまして、当会での業務以外に使用いたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

担当 桑原 喜久男 

  連絡先  済生会三条病院 

  ℡ 0256（33）1551 

  E-mail  kuwa089@yahoo.co.jp 

 

新臨技 HP 専用入力フォームから必要事項入力し登録（6 月）

中 

 

名簿作成 

 

登録者あてにメールにて開催情報等を送付 

 

施設運営管理者協議会開催 7～8 月（Web もしくは現地） 

 



【施設管理運営者協議会登録方法】 

 

①新臨技 HP 下部にある専用バナーをクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②必要事項を記入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③入力内容を確認後、送信実行をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


